
和光市選挙管理委員会会議録

開 催 日 時 平成２９年３月２日
午前１１時００分開会

午前１１時４５分閉会

開 催 場 所 市役所６階 ６０２会議室

議案第１４号

議案第１５号

議案第１６号

議案第１７号

議案第１８号

議案第１９号

議案第２０号

議案第２１号

議案第２２号

議案第２３号

＜通常議案＞

選挙人名簿から抹消することについて

選挙人名簿の定時登録について

在外選挙人名簿から抹消することについて

＜和光市長選挙関連＞

選挙長の選任について

選挙長の職務代理者の選任について

和光市長選挙に用いる投票用紙の色及び印刷するインクの

色の決定について

和光市長選挙に用いる不在者投票用封筒の公印刷り込みに

ついて

ポスター掲示場にポスターを掲示できる区画数の決定につ

いて

ポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる期日の決定

について

登録の移替えの延期を定めることについて

出

席

者

委 員 長 浪 間 曻

職務代理 庄 子 ミ エ

委 員 鳥 飼 孝 行

委 員 上 田 隆 子

局 長 結 城 浩 一 郎

書 記 上 原 健 二

主 事 補 松 尾 拓 真

発 言 者 議 事

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

ただいまから選挙管理委員会を開催します。

本日の議案は、１０件でございます。

議案第１４号選挙人名簿から抹消することについてを議題

といたします。

事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがでしょうか。

異議なし。

それでは、議案第１４号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１５号選挙人名簿の定時登録についてを議題

といたします。



事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

職務代理（庄子）

事務局（松尾）

職務代理（庄子）

委員（全員）

職務代理（庄子）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがでしょうか。

異議なし。

それでは、議案第１５号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１６号在外選挙人名簿から抹消することについ

てを議題といたします。

事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがでしょうか。

異議なし。

それでは、議案第１６号は原案のとおり可決いたしました。

続いての議案は地方自治法第１８９条第２項の規定に

より当事者は除斥されるため、退席いたしますので庄子職

務代理に議事の進行を願います。

（退席）

委員長に代わり議事を進行いたします。次に議案第１７

号選挙長の選任についてを議題といたします。

事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがでしょうか。

異議なし。

それでは、議案第１７号は原案のとおり可決いたしました。

再び議事の進行を務めさせていただきます。続いての議案

は地方自治法第１８９条第２項の規定により当事者は除

斥されるため、庄子職務代理は退席願います。

（退席）

次に議案第１８号選挙長の職務代理者の選任についてを

議題といたします。

事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがでしょうか。

異議なし。

それでは、議案第１８号は原案のとおり可決いたしました。

再び庄子職務代理に議事に参加していただきます。

次に議案第１９号和光市長選挙に用いる投票用紙の色及び

印刷するインクの色の決定についてを議題といたします。

事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）



委員会の次第は上記のとおりである。

平成２９年４月６日

委員長 ○印

委 員 ○印

委 員 ○印

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

いかがでしょうか。

異議なし。

それでは、議案第１９号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２０号和光市長選挙に用いる不在者投票用封筒

の公印刷り込みについてを議題といたします。

事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがでしょうか。

異議なし。

それでは、議案第２０号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２１号ポスター掲示場にポスターを掲示できる

区画数の決定についてを議題といたします。

事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがでしょうか。

異議なし。

それでは、議案第２１号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２２号ポスター掲示場にポスターの掲示を開始

できる期日の決定についてを議題といたします。

事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがでしょうか。

異議なし。

それでは、議案第２２号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２３号登録の移替えの延期を定めることについ

てを議題といたします。

事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがでしょうか。

異議なし。

それでは、議案第２３号は原案のとおり可決いたしました。

議事はすべて終了したので、選挙管理委員会を終了します。


